
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
八
号
）
（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
、
同
一
の
事
由
に
よ
り
条
例
に
よ
る

傷
病
補
償
年
金
等
と
他
の
法
令
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
と
が
併
給
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

傷
病
補
償
年
金
等
の
額
の
調
整
に
関
す
る
規
定
の
整
備 

二 

内
容 

 
 

傷
病
補
償
年
金
又
は
休
業
補
償
と
障
害
厚
生
年
金
と
が
併
給
さ
れ
る
場
合
に
傷
病
補
償
年
金

又
は
休
業
補
償
の
額
に
乗
じ
る
調
整
率
の
改
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 


